
（平成２３年１１月３０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 1 件

厚生年金関係 1 件

年金記録確認鳥取地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



鳥取厚生年金 事案537 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち平成

５年１月から同年12月までは19万円、６年１月から８年３月までは20万円、同年

４月から９年７月までは22万円、同年10月から同年12月までは20万円及び10年１

月から13年３月までは19万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和54年６月１日から平成９年８月１日まで 

② 平成９年10月１日から13年４月29日まで 

国（厚生労働省）の記録によると、Ａ法人における申立期間①及び②の標

準報酬月額は、実際に支給された給与額よりも低くなっていると思われるので、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①及び②における標準報酬月額の相違について申し立て

ているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付が行われる

のは、事業主が源泉徴収していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額

のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

 

２ 申立期間①のうち平成５年１月１日から９年８月１日までの期間に係る標準

報酬月額については、申立人と同じ業務についていた同僚が提出した５年分及

び６年分の源泉徴収票、Ａ法人の税務書類を作成している税理士事務所が保管

する申立人に係る賃金台帳及び源泉徴収簿並びに同僚の供述により確認又は推

認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、５年１月から同年12月まで

は19万円、６年１月から８年３月までは20万円、同年４月から９年７月までは

22万円に訂正することが妥当である。 



３ 申立期間②に係る標準報酬月額については、当該事業所の税務書類を作成し

ている税理士事務所が保管する申立人に係る賃金台帳及び源泉徴収簿並びに雇

用保険の離職時（平成13年４月28日）における賃金日額の記録により確認又は

推認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、平成９年10月から同年12

月までは20万円、10年１月から13年３月までは19万円に訂正することが妥当で

ある。 

 

４ なお、申立期間①のうち平成５年１月１日から９年８月１日までの期間及び

申立期間②の申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は実際の報酬月額よりも低い金額で届出を行っていたと認めていること

から、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る標準報酬月額に基

づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

５ 一方、申立期間①のうち昭和54年６月１日から平成５年１月１日までの期間

については、事業主は他の申立期間と同様に実際の報酬月額よりも低い金額で

届出を行っていた可能性は考えられるが、申立人及び当該事業主共に給与明細

書や賃金台帳等の関係資料を所持しておらず、申立人及び同僚からも当時の保

険料控除額等について具体的な供述が得られない。 

  このほか、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料が給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、当

該期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



鳥取厚生年金 事案 538 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、９万2,000円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前

の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和47年10月１日から48年６月21日まで 

昭和45年９月からＡ協同組合の鮮魚売り場に勤務していたが47年10月１日

から48年６月21日の標準報酬月額が実際の給与額と相違していると思うので調

査の上記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人のオンライン記録によると、申立人のＡ協同組合における標準報酬月額

は、昭和46年８月に９万2,000円であったが、47年10月に３万9,000円と13等級も

下がっている一方、48年６月21日に資格喪失し、同日、資格取得したＡ協同組合

の関連会社であるＢ協同組合の系列会社であるＣ社においては13万4,000円の標

準報酬月額で資格取得をしている。 

また、申立期間にＡ協同組合の鮮魚売り場に勤務した同僚３人及び申立人と同

年代（昭和16年１月から22年12月生まれの者。）の男性社員27人の標準報酬月額

の記録の推移を確認したところ、申立人のように標準報酬月額が13等級も下がっ

ている者は確認できない。 

さらに、申立人が所持する退職金計算書には、「45.９入社、所属Ｄ店Ｅ社、

勤続年数２年７月」及び「48.４異動、所属Ｄ店Ｃ社、勤続年数４年３月」と記

載されており、Ａ協同組合の現在の担当者は、「申立人のように、Ａ協同組合に

勤務している従業員のうち、Ｃ社やＥ社等Ａ協同組合以外の会社に所属する者は、

Ａ協同組合の厚生年金保険被保険者として届け出ていたが、標準報酬月額等の届

出の内容については、所属元の事業所に一任していた。」と回答していることか

ら、Ｃ社及びＥ社の親会社であるＢ協同組合の当時の経理担当者２人から申立期

間当時の状況を聴取したところ、このうち１人は、「当時、従業員の給与額が大



きく減少することは無かった。また、残業代などの各種手当の増減により標準報

酬月額が若干減少することは考えられるが、申立人の記録のように13等級も下が

ることは考え難い。Ｂ協同組合の当時の取り扱いからみて、申立人のように大き

な標準報酬月額の減少はあり得ない。」と供述している。また、もう１人からも、

「Ｂ協同組合は従業員を大事にしてくれる企業であったため、従業員の標準報酬

月額を不当に下げるという取扱いを行うことは考えられない。当時も、実際の給

与月額に基づく標準報酬月額を届け出て、それに見合った保険料を控除していた

はずである。」と供述しているほか、申立期間にＡ協同組合の鮮魚売り場に勤務

していた同僚２人も、「Ａ協同組合勤務時に申立人の標準報酬月額が大きく下

がった記憶は無い。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間において、申立期間以前の期

間である昭和46年８月から47年９月までの標準報酬月額（９万2,000円）に相当

する給与を事業主より支給され、同標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたものと認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、関連資料が無く不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が

申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらないことから、

行ったとは認められない。 

 

  



鳥取厚生年金 事案539 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格取得日は昭和26年10月１日、資格喪失日は27年８月

１日であると認められることから、申立期間の厚生年金保険被保険者資格の取得

日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、8,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和３年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間   ： 昭和26年10月１日から27年８月１日まで 

夫のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格喪失日が不明であるた

め、基礎年金番号に未統合のままとなっている。同社における資格喪失日を特

定して、夫の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人に代わりその妻が、申立人の年金記録の訂正

を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」とい

う。）及び申立人の厚生年金保険被保険者台帳（以下「旧台帳」という。）によ

ると、申立人のＡ社の厚生年金保険被保険者記録は、昭和26年10月１日に被保険

者資格を取得し、27年８月１日に標準報酬月額の改定が行われたことが確認でき

るものの、資格喪失日が記載されていない。 

また、Ａ社に係る被保険者名簿によると、申立人を含む全被保険者17人のうち、

申立人と同様に昭和27年８月１日の標準報酬月額の改定の記録は確認できるもの

の、資格喪失日の記載が無い者が15人認められる。 

さらに、管轄の年金事務所は、「申立人のＡ社に係る資格喪失日及び同社が厚

生年金保険の適用事業所ではなくなった日を特定することのできる資料は無い。」

旨回答しており、社会保険事務所（当時）におけるＡ社に係る被保険者名簿の記

録管理が適切であったとは考え難い。 

一方、申立人の妻は、「夫がＡ社に勤務していた昭和26年＊月＊日に結婚式を

挙げ、同年＊月＊日に入籍した。夫が同社に勤務していた間、私はＢ町（現在は

Ｃ町）に住んでいたが、夫はＤ大火のあった27年＊月＊日以降もしばらく同社に

勤務していた。」と供述しているところ、この申立人の妻の事実経過の説明は具



体性があり、信ぴょう性が認められることから、申立人は、少なくとも被保険者

名簿の標準報酬月額の改定の記載が確認できる27年８月１日までは同社に勤務し

ていたものと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における資格取得日は昭和26年10

月１日、資格喪失日は27年８月１日であると認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社の被保険者名簿

及び旧台帳の記録から、8,000円とすることが妥当である。 



鳥取厚生年金 事案540 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和45年８月頃から46年８月頃まで 

② 昭和49年10月頃から50年11月頃まで 

申立期間①はＡ社で建築大工や運転手として、申立期間②はＢ社で保冷車

の運転手としてそれぞれ勤務したにもかかわらず、国（厚生労働省）の記録に

よると、申立期間の年金記録が無いので、厚生年金保険の被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社の事業主に照会したところ、「昭和45、46年頃は

従業員数が少なかったので社会保険には加入していなかった。厚生年金保険料

の控除もしていなかった。」と供述している上、オンライン記録及び事業所別

被保険者名簿においても、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和

57年10月１日とされており、申立期間①当時、適用事業所であった記録は確認

できない。 

  また、上述の事業主を含むＡ社の役員３人に照会したが、いずれからも、申

立人の申立期間①に係る勤務状況及び厚生年金保険料の控除に係る具体的な供

述は得られず、Ａ社に申立期間①当時の賃金台帳等の人事関係資料が残ってい

ないことから、申立人の申立期間①当時の勤務状況及び厚生年金保険料控除の

状況について確認することができない。 

  さらに、申立人は申立期間①において、国民年金に加入し保険料を納付して

いることが確認できる。 

  このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる関連資料、周辺事情等は見当たらない。  

 

２ 申立期間②について、Ｂ社で厚生年金保険の加入記録がある７人及び事業主

の妻に照会したが、いずれからも申立人のＢ社における勤務状況等について具



体的な供述は得られないほか、昭和52年12月に同社の営業権を譲り受けたＣ社

にも申立期間②当時の人事関係資料は無いことから、申立人に係る勤務状況及

び厚生年金保険料の控除について確認できない。 

  また、同僚１人は、「Ｂ社では、厚生年金保険へ加入するかどうかは選択で

きたと思う。」と供述しているほか、申立人が名前を挙げた別の同僚はＢ社で

の厚生年金保険被保険者記録が無いことから、同社では、必ずしも全ての従業

員を厚生年金保険に加入させていたわけではないことがうかがえる。 

  さらに、申立人は申立期間②において、国民年金に加入し保険料を納付して

いることが確認できる。 

  このほか、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に申立人の記録は

無く、整理番号に欠番も無いほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる関連資料、周辺事情

等は見当たらない。 

 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


